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県立病院におけるヒヤリ・ハット事例及びアクシデント報告状況について 
（令和元年度分報告） 

 
県立病院では、医療の透明性と県民の医療に対する信頼の一層の向上を図るため、令和元年

度に県立病院で発生したヒヤリ・ハット事例及びアクシデントの報告状況を、「県立病院にお

ける医療上の事故等の公表基準」に基づいて、医療安全の取組とともに公表いたします。 

 

１ ヒヤリ・ハット事例及びアクシデントの報告状況 

ヒヤリ・ハット事例及びアクシデントの定義（過失の有無は問わない） 
合併症、医薬品による副作用や医療機器・材料による不具合を含む 

ヒヤリ・ハット

事例 

患者への実害はなかった又は影響が軽度である事例を収集し、その再発防止とアクシデント

の発生防止に資するために報告を要する事象で、影響度分類の0,1,2,3aに該当する。 

アクシデント 
提供した医療に起因し、患者が死亡あるいは永続的な障害が残った、または濃厚な処置や治

療を要した事象で、影響度分類の3b,4,5に該当する。 
 
（１） 影響度レベル別報告状況 [表１] [表２] 

県立病院における医療の提供過程で発生したヒヤリ・ハット事例及びアクシデントを、その影

響度レベルに応じて「０」から「５」まで 7 段階に分類し、各病院から報告を求めています。 

令和元年度において、報告のあった影響度レベル３a以下のヒヤリ・ハット事例は8,671件

（99.0％）、３ｂ以上のアクシデントは84件（1.0％）でした。 
 

[表１] 令和元年度 ヒヤリ・ハット事例報告件数（H31年4月～R2年3月） 

  病院名 レベル０ レベル１ レベル２ レベル３ａ ヒヤリ・ハット事例計 

がんセンター ６８６ １,２６５ ８４１ １８０ ２，９７２ 

救急医療センター ２１０ ３９０ ５１９ １２６ １，２４５ 

精神科医療センター ４２２ ５４４ １８９ ３８ １，１９３ 

こども病院 １４５ ４３０ ６５７ １４４ １，３７６ 

循環器病センター ２０４ ６２２ １６９ ７２ １，０６７ 

佐原病院 １１１ ３９２ ２７３ ４２ ８１８ 

合計 １，７７８ ３，６４３ ２，６４８ ６０２ ８，６７１ 
総計に対する割合 ２０．３％ ４１．６％ ３０．２％ ６．９％ ９９．０％ 

[表２] 令和元年度 アクシデント報告件数（Ｈ31年4月～R2年3月） 
  病院名 レベル３ｂ レベル４ レベル５ アクシデント計 

がんセンター ３６ ２ ７（２） ４５ 

救急医療センター １０ ０ ０     １０ 

精神科医療センター ３ ０ ０       ３ 
こども病院 ２ ０ １（１） ３ 
循環器病センター １２ ２ ５（４） １９ 
佐原病院 ３ ０ １（１） ４ 

合計 ６６ ４ １４（８） ８４ 
総計に対する割合 ０．８％ ０．０５％ ０．１５％ １％ 

＊ 括弧内は医療事故調査・支援センターに医療法第6条の10に該当する医療事故として報告した件数 

＊ 医療法6条の10に該当する医療事故とは 
提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が該当死亡又は 
死産を予期しなかったもの。  
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（参考）ヒヤリ・ハット事例及びアクシデントの患者影響度分類 
 レベル 継続性 傷害の程度 傷 害 の 内 容 

アクシ 
デント 

５ 死亡 死亡 死亡（原疾患の自然経過によるものを除く） 

４ 永続的 軽度～高度 永続的な障害や後遺症が残った（残る可能性も含む） 

３ｂ 一過性 高度 
人工呼吸器の装着、手術のほか、入院を必要とするような濃厚

な処置や治療を要した 

 
ヒヤリ・

ハット 
事例 

 

３ａ 一過性 中等度 
消毒、湿布皮膚の縫合、鎮痛剤の投与のほか、入院を必要とし

ない簡単な処置や治療を要した 

２ 一過性 軽度 
患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のため

の検査などの必要性は生じたが、処置や治療は行わなかった 

１ なし  患者に医療は提供されたが、実害はなかった 

０ ―  
エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実

施されなかった 

＊「国立大学附属病院医療安全管理協議会」作成のインシデント影響度分類を参考に整理 

 
（２）事由別報告状況 [表３] 
 令和元年度において、ヒヤリ・ハット事例を事由別にみると、「薬剤」に関するものが

２，１８６件でヒヤリ・ハット事例全体の 25.2％と最も多く、次いで「療養上の世話」

に関するものが1,611件で全体の18.6％となっています。 

 一方、アクシデントを事由別にみると、「治療・処置」に関するものが 60 件で     

アクシデント全体の７１．４％となっています。 

＊事由区分は、日本医療機能評価機構の「医療事故情報収集等事業」の分類を参考に整理 

 
[表３] 令和元年度 事由別 報告件数（平成31年4月～令和2年3月） 

概要 

 ヒヤリ・ハット 

事 例 
アクシデント 

 件数 ％ 件数 ％ 

薬剤 内服忘れ、量・日時間違い等 ２，１８６ ２５．２ ３ ３．６ 

療養上の世話 転倒、禁食指示忘れ、テープによる表皮剥離 １，６１１ １８．６ ６ ７．１ 

ドレーン・チューブ ドレーンや胃管などの自己抜去 １，１９０ １３．７ ２ ２．４ 

検査 オーダーの部位漏れ、検査条件の不適 ９０７ １０．５ ３ ３．６ 

治療・処置 手術・処置の合併症 ４６５ ５．４ ６０ ７１．４ 

医療機器等 医療機器の不具合、設定間違え ３３３ ３．８ ３ ３．６ 

輸血 投与速度の調整ミス、実施記録忘れ ６４ ０．７ ０ ０ 

その他 書類や資料の渡し忘れ、分類不能 １，９１５ ２２．１ ７ ８．３ 

合計  ８，６７１ １００ ８４ １００ 

 ＊割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。 
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[参考] 平成３０年度報告の状況 

(令和元年7月10日に「ヒヤリ・ハット事例及びアクシデント報告状況」として 

公表) 

  

[表１] 平成３０年度 ヒヤリ・ハット事例報告件数（H30年4月～H31年3月） 

  病院名 レベル０ レベル１ レベル２ レベル３ａ ヒヤリ・ハット事例計 

がんセンター ３０８ １，３０９ ９００ ２０７ ２，７２４ 

救急医療センター １５１ ３５６ ３８１ ７１ ９５９ 

精神科医療センター ３２６ ４７３ １５９ ２２ ９８０ 

こども病院 １１０ ４６２ ５４３ １２６ １，２４１ 

循環器病センター ２４３ ７４０ １６１ ９９ １，２４３ 

佐原病院 １１２ ４７６ ２５１ ３７ ８７６ 

合計 １，２５０ ３，８１６ ２，３９５ ５６２ ８，０２３ 

総計に対する割合 １５．４% ４７．０％ ２９．５％ ６．９％ ９８．８％ 

＊割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。 

 

[表２] 平成３０年度 アクシデント報告件数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月） 

  病院名 レベル３ｂ レベル４ レベル５ アクシデント計 

がんセンター ５４ ９ ３（１） ６６ 

救急医療センター ６ ０ ０ ６ 

精神科医療センター ５ ０ ０ ５ 

こども病院 ３ ０ １（１） ４ 

循環器病センター ２４３ ０ ２（２） １４ 

佐原病院 １１２ １ １（１） ５ 

合計 ８３ １０ ７（５） １００ 

総計に対する割合 １．０％ ０．１％ ０．１％ １．２％ 

＊割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。 

＊括弧内は医療事故調査・支援センターに医療法第6条の10に該当する医療事故として届け出た件数 

                         
 [表３] 平成30年度 事由別 報告件数（平成30年4月～平成31年3月） 

概要 
ヒヤリ・ハット事例 アクシデント 

件数 ％ 件数 ％ 

薬剤 １，９４６ ２４．３ ３ ３．０ 

療養上の世話 １，５６４ １９．５ １０ １０．０ 

ドレーン・チューブ １，２００ １５．０ ２ ２．０ 

検査 ７５７ ９．４ １ １．０ 

治療・処置 ４７８ ６．０ ７０ ７０．０ 

医療機器等 ３７５ ４．７ ０ ０ 

輸血 ６４ ０．８ ０ ０ 

その他 １，６３９ ２０．４ １４ １４．０ 

合計 ８，０２３ １００．０ １００ １００ 
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２  令和元年度の医療安全の取組 

千葉県病院局では、医療安全管理体制の強化を図るため、外部委員７名で構成され

た医療安全監査委員会を設置し、県立病院の医療安全に係る取組を検証し、改善につ

なげています。 

令和元年度においては、医療安全監査委員会を２回、県立病院の医療安全に対する 

実地監査を３病院実施いたしました。 

 

（１）令和元年度 実地監査結果の概要 

病院名 監査結果概要 

救急医療センター 

[令和元年8月21日実施] 

病院の理念に「安全」が組み込まれ、病院全体の年度目標が設定さ

れ、部署ごとの目標として定められていた。職員への浸透も良好であ

った。基本的な患者安全のためのガバナンス体制が整備され、機能し

始めている。 

改善に向けての助言は、 

・重大事案が発生した場合、事故調査制度の該当の有無を判断する 

アルゴリズムの作成 

・患者確認手順・口頭指示手順、転倒転落対策手順、左右間違え防 

止手順の見直し 

・インフォームド・コンセント文書を患者にわかりやすくするため

患者の立場を代弁できる人の関与等である。 

精神科医療センター 

[令和元年9月12日実施] 

第1回の医療安全監査を実施した際に指摘したポイントの多くは概

ね改善傾向にあった。医療安全体制を整備することができており、今

後は実際の機能状況、職員の安全意識の改革等の評価が必要である。

隔離については他の医療施設との差異や、地域社会での患者のサポー

ト体制等評価できるものがある。 

改善に向けての助言・指摘は 

・病院全体の安全に関する目標を定め、各部署はその中から選択す

る形の安全目標の体系化 

・患者確認手順、転倒転落防止手順、身体拘束後の判断等の再検討 

・インフォームド・コンセントの保障 

・薬剤部で特定の曜日に薬剤業務が集中しない工夫、ハイリスク薬

やハイアラート薬の周知等である 

こども病院 

[令和2年1月22日実施] 

 医療安全に対する基本的体制やルール、伝達経路は構築されている 

が、上層部の企図がスタッフに十分伝わらず患者安全に向かう方向性 

がやや曖昧になりつつある。 

 病院上層部は複数の項目について年間活動計画を立案し、数値目標 

を設定し、全スタッフに周知し達成状況を確認、指導するガバナンス 

の一直線化が必要。 

 改善に向けての助言・指摘は 

 ・患者確認手順や口頭指示受け手順の確立 

 ・医師のインシデント報告共有の仕組みづくり 

 ・インフォームド・コンセント委員会の常設運営、マニュアルの充 

  実、IC文章のチェック、実態調査 

 ・医療対話推進者の家族への積極的な関り等である。 
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（２）各病院における医療安全向上に向けた取組状況 

平成30年度に実地監査を実施した３病院では、監査指摘事項を踏まえ、医療安全管

理体制の更なる強化に向けて、改善に取り組んでいます。 

 

【循環器病センター】 

 ○病院の理念に「医療安全」をいれ各部署と連動できる体制づくりについては、病院  

の理念に医療安全を掲げ、病院の目標を元に各部署の目標を立案することとした。 

 ○医師のインシデント報告率の上昇については、医師の報告をインシデント総数の1割 

  と目標を決め周知した。 

 ○医療安全管理委員会やリスクマネジメント部会は、欠席者が無いよう代理出席を求め 

ることについては、委員会や部会に出席できない場合は、代理出席を義務付けた。 

 ○インフォームド・コンセントの体制整備については、マニュアルの改訂を行いＩＣの 

  同席率の調査を実施している、ＩＣのひな型については、現在作成中である。 

  ○医療安全のマニュアルにおいて、最新の知見を反映させた整備については、改訂を行 

ったものや改訂中のものがある。 

 

 【佐原病院】 

 ○インシデント報告件数の増加については、報告数の多いスタッフや未然防止報告の表 

  彰等、報告活動の活性化を促す努力は行ったが、前年度より報告件数は減少した。 

 ○病院長によるパート医師への介入については、病院長がパート医師全員と面接を行い 

指導や勤務環境整備に役立てた。 

 ○看護師以外のリスクマネジャーの医療安全専門研修の受講については、病院局が実施 

した講習会の受講や厚生局の研修、医療安全管理者養成研修を受講した。 

 ○手術室のタイムアウト等については、実施するタイミングをマニュアルに明記し、電 

子カルテの更新とともに記録に残せるようになった。 

 ○インフォームド・コンセントについては、指針やマニュアルの周知を目的に全職員向 

けに研修を実施した。ひな型の作成と承認を行っている。 

 

 【がんセンター】 

   ○安全目標の体系化については、年次目標を１つ定め、重点テーマを３つ設け、各部署

は重点テーマから1つを選択し、年間目標を定めた。 

  ○看護師以外のリスクマネジャーの医療安全専門研修の受講については、リスクマネ

ジャーの受講状況を把握し、未受講者に対し病院局が実施した講習会の受講を促し

た。 

  ○医師・看護師以外の職種からのインシデント報告数の増加については、全職種に対し

インシデント報告数の増加を促し、令和元年度は前年度より報告数割合が増加した。 

  ○インフォームド・コンセントで使用する説明文書は患者側代表を関与させる体制の

検討については、患者団体委員に説明文書についての意見を聞き、ＩＣ委員会にフィ

ードバッグした。 

  ○インフォームド・コンセントにおける看護師同席率の向上については、令和元年度の

看護師同席率は７３％となっている。 

  ○感染対策の充実については、専従の感染管理認定看護師を増員し、令和２年度より感

染管理部を設置した。 
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